
別紙１  

受 付 基 準 

建設技術等講習会の受付は下記に示す受付基準を満たすものとする。 

＜受付基準＞  

（１）新技術・新工法・新材料もしくはリサイクル、環境、ＩＴ関連等の技術・材料・工

法であること。 

（２）以下に示す技術範囲に該当する建設技術であること。 

・材料、製品、工法、機械など建設工事に使用できるもの 

・品質、出来型、写真など技術管理に係わるもの 

・測量、試験など調査に係わるもの 

（３）公正に建設技術を普及・促進させるという事業目的に沿った建設技術であること。 

（４）建設技術の向上に寄与するものであること。 

（５）開発を終了し、依頼者において性能確認試験を行ったものであること。 

（６）違法性のないものであること。 

（７）建設工事において市場性があり、価格・施工歩掛・使用マニュアルの整備が  

なされているものであること。 


